
  猫のこと知ってください  猫のこと知ってください人間と猫が上手につきあうために、
猫の一生を知っておくことは

大切なことです。

恋の季節はにぎやかです

本来、猫はエサ場を中心になわばりを作ります
が、エサがたくさんあれば、なわばりを作らず
他の猫たちといっしょに、仲良く暮らせます。

春になってメス猫が発情すると、オスも発情し大声で鳴いたり、メスをめぐって
大ゲンカをします。スプレーのようにマーキングもします。

メス猫はほぼ確実に妊娠します
猫は哺乳類の中でもめずらしい交尾排卵
動物です。交尾をすると排卵するので、
ほぼ確実に妊娠して子猫が生まれます。

猫はとても子だくさんです
1 匹のメス猫は年に 2回、一度に 3～ 5匹
の子猫を産みます。不妊去勢をしていない
猫同士が出会えば、あっという間に子猫が
生まれます。

オスが大声で歌う メスをめぐって… オス同士が大ゲンカ 自分の臭いをスプレー

猫はひとりが好き。。。ですが

こう び はいらん

裏面に

つづく



●動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条　愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の
懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
２　愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある
暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌
若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難
な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を
飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又
は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な
保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体
が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保
管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。
３　愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

猫をすてるのは犯罪です

そもそも猫が子だくさんなのは死にやすい動物ゆえ、のら猫の子猫は病気や外敵に
より、ほとんどが子猫のうちに死んでしまいます。

犬や猫を捨てると「動物の愛護及び管理に
関する法律」により　　　  　
　　　　　　　　　　 に処せられます。

猫の “こまった” をへらすためにできること

子猫が増えなくなるだけでありません。
不妊去勢手術をすると、性ストレスがへっ
ておだやかになるため、問題行動がグン
とへります。

猫からうつる病気に注意
のら猫はかわいいものですが、ノミや寄生虫をもっている
ことがあることを知っておきましょう。

のら猫の子猫のつらい運命

目印として手術済の猫は、
耳先カットになります。

交通事故 命とりになる猫の風邪 子猫の外敵カラス

オレたちだって、
食べなきゃ

生きられない

エサがなくて衰弱…

100 万円以下の罰金
1 年以下の懲役又は
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